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歳入局規則 Taw Paw. 324/2563 

が発表され、源泉税率の引き下げ

に関する詳細が規定されました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2020年3月30日に発表された源泉徴収税率の引き下

げに関する財務省令第361号（詳細はTax insight No. 

12/2020を参照）に続き、歳入局規則 Taw Paw. 

324/2563が発表され、2020年4月1日より施行されて

いる本省令の詳細が規定されました。 

本規則では、2020年4月1日から2020年9月30日ま

でに企業により支払われた所得で、1.5％の源泉徴収

税率が適用される場合の課税所得およびその所得受

領者の性質について、規定しています。 

上記の課税所得およびその所得受領者の内容につ

いては、以下を参照ください。 

PwC Tax Insight (No.13/2020) 
新型コロナウィルス の感染拡大に伴う税務措置 

：源泉徴収税率引き下げに関する詳細 
Issued Date: 03 April 2020 
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課税所得 所得受領者 

歳入法典第40条(2)に基づく所得 

（請負やサービス提供による収入） 

タイ国で事業活動を営む企業（財団および協会を除く） 

歳入法典第40条(3)に基づく営業権、著作権その他の

権利からの所得 

タイ国で事業活動を営む企業（財団および協会を除く） 

歳入法典第40条(6)に基づく、法律、医学、工学、建

築、会計、美術等の自由専門業による所得 

- タイ国で事業活動を営む企業（財団および協会を除く） 

- タイ国に居住する個人 

歳入法典第40条(7)および(8)に基づく、請負業務から

の所得 

- タイ国で事業活動を営む企業（財団および協会を除く） 

-外国の法律の下で設立された法人でタイ国で恒久的支

店を有し事業活動をしている場合 

- 個人 

歳入法典第40条(8)に基づく役務の提供による所得

の内、俳優への報酬、広告料、損害保険料、輸送費

を除くもの 

-タイ国で事業活動を営む企業（財団および協会を除く） 

- 個人 

販売促進を目的とした賞金、割引き、その他の特典 -タイ国で事業活動を営む企業（財団および協会を除く） 

- 個人 
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* この日本語版レポートは日系企業の皆様を対象に英語版のオリジナルを翻訳したものです。英語版と日本語版との間に齟齬がある場合は

英語版を優先します。また、タイ国における法令の改正動向等の情報提供を目的に発行されたものであり、全ての事例に対して適用されな

い場合があります。特定の案件につきましては、別途弊社までご相談下さい。弊事務所の許可なくこのレポートの全部又は一部を転載する

ことを禁止します。ご不明の点がありましたら、弊事務所(電話番号：(662) 844-1000)までお問い合わせ下さい。 
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